
源泉所得税の納付期限は令和 6年 1月 22日㈪（※納期

の特例分）です。 

商工会では納付期限まで対応しますが、なるべくお早めにご相

談ください。納付期限を過ぎると延滞税が発生する場合があり

ますので、ご注意ください。 

※住民税特別徴収(給与天引き)を行っている事業所は町から

送付された給与支払報告書をご持参ください。 

※年末調整手続を電子化することにより、各種控除額の検算

や控除証明書等のチェックが削減されるなど、 

年末調整手続が簡便化できます。詳しくは 

QR コードから国税庁 HP をご覧ください。 

（担当：金高・本庄） 

 

 

 

 

 

源泉所得税の年末調整及び納付は 
期日までにお済ませください！ 

 

各種お問合せ 〒679-1134 多可郡多可町中区茂利 20 

 TEL：0795-32-2161  FAX：0795-32-1699 

 E-mail：shokokai@taka-cho.jp 

 【事 務 局長】 後藤 

 【経営支援課】 本庄・宮内・横畑・緒方・藤井 

 【業務推進課】 松田・金高・西尾・石塚・大椿 

 

 

商工会は町内でのお買物を推奨しています。 

商工会公式 LINE にぜひご登録ください！ 

 補助金や経営に役立つ情報をいち早く届けます！ 

まだの方は、ID又は QR コードからご登録ください。 

多可町商工会登録 ID：@502wkgmb 

商工会では、たかTVに依頼して事業所の求人情報を掲載して

おります。従業員を募集したいとお考えの方は、是非たか TV で

求人情報を掲載してみませんか。掲載は無料ですのでお気軽に

商工会までご連絡ください！          （担当：緒方） 

求人にお困りではありませんか？ 
たか TV求人情報掲載事業所募集 

 
多可町商工会通信 

みみより Information 

旬の話題を毎月お届けします 
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人財不足と若者育成を目的とした 

「ガチバイトサークル（仮称）」の認定事業者を募集 
 

【日時】令和 6年 1月 4日㈭  午後 5時 30分～ 

参加ご希望の方はご連絡ください。  （担当：松田・大椿） 

まもなく定員〆切となります、お急ぎください！ 
「年頭に集う会」のご案内 

＝＝＝＝＝年末年始業務のお知らせ＝＝＝＝＝ 

年末：令和 5年 12月 28日㈭17:30 まで 

年始：令和 6年 1月  4日㈭  9:00から 

健康経営に取り組む企業を支援します！ 
健康づくりチャレンジ企業 

今、働き盛り世代の健康リスクが注目され、従業員の健康管理

を経営的な視点で考える「健康経営」に取組む企業・団体が

増えています。兵庫県では従業員や家族の健康づくりに取り組

む企業・団体を「健康づくりチャレンジ企業」として登録し、支援

しています。登録されると企業のイメージアップが期待できるうえ

に、様々な補助や検診、専門家による研修も 

受けられます。ご興味のある方は右の QR コード 

から詳細をご覧ください。（担当：経営指導員） 

当会会員事業所で編成された異業種交流グループ『DPI※』の

発案による、新たなプロジェクト「高校生アルバイト体験事業『ガ

チバイトサークル（仮称）』として、高校生をアルバイトとして雇

用したい事業者（認定事業者）を募集します。 

地元の多可高校生に「多可町でいろんな経験をしてほしい」、

「このまちにある仕事を体感してほしい」という想いから生まれたプ

ロジェクトで、実現のためには多可高校に正式に提案する必要が

あり、ご賛同いただける事業者が必要になります。 

つきましては、以下についてご理解いただける事業者は、認定事

業者として応募くださいますようお願いします。 

 

・一般アルバイト同様に賃金を支払い、労災にも加入する。 

・労働者として扱い、社会人としての振る舞いも監察する。 

・地元の若者である高校生を「育てる」という意識を持つ。 

 

※「DPI」とは…当会が「本気で経営力強化に取り組む小規模

事業者」として 2年間支援した事業所が立ち上げた有志の異

業種交流グループ。 

【応募〆切】 令和 6年 1月 19日㈮ 

【応募方法】 電話または QR コードから 

（担当：本庄・金高） 

 

令和 6年 1月以降に義務化 
電子データ保存の準備はできていますか？ 

請求書や領収書、見積書など、受け取った場合も送った場合

も電子データのまま保存することが、まもなく義務化されます。 

（紙でやりとりしたものをデータ化する必要はありません） 

①改ざん防止のための措置 

②「日付・取引先・金額」で検索できるようにする 

③ディスプレイ・プリンタ等を備え付ける 

以上3件の要件を満たしたうえで保存することが必要ですが、専

用システムを導入しなくても、データのファイル名を工夫するなどの

対応も可能です。準備が間に合わない場合の対応策なども国

税庁の HP で示されていますが、まずは、電子取引 

データを消さずに保存しておくことは必須です。 

不明点や詳細については右の QR コードから 

ご確認ください。 

（担当：金高・本庄） 


